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東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
に
内
閣
の
取
り
組
み
を
求
め
る
三
課
題
の
夏
以
降
の
進
展
に
関
す
る
質
問

主
意
書

前
国
会
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
に
、
国
と
し
て
最
優
先
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
、
被
災
地

の
災
害
廃
棄
物
の
広
域
処
理
、
福
島
第
一
原
発
避
難
区
域
等
の
再
編
、
夏
場
の
電
力
供
給
の
確
保
の
三
点
を
指
摘
し
、
野
田
内

閣
の
早
期
か
つ
積
極
的
な
取
り
組
み
を
求
め
る
質
問
主
意
書
（
質
問
第
一
六
二
号
・
質
問
第
一
九
六
号
・
質
問
第
二
七
〇
号
・

質
問
第
三
四
九
号
）
を
提
出
し
、
そ
の
進
捗
状
況
を
確
認
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
課
題
は
、
今
後
の

電
力
供
給
の
確
保
を
含
め
、
最
終
的
な
解
決
に
向
け
、
引
き
続
き
不
断
の
努
力
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
野
田

内
閣
の
下
で
の
今
夏
以
降
の
進
展
に
つ
い
て
、
以
下
十
項
目
に
わ
た
り
、
質
問
す
る
。

一

被
災
地
の
災
害
廃
棄
物
の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
る
地
方
自
治
体
の
数
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
時
点
に
お
い

て
、
七
都
県
二
十
九
市
区
町
村
と
な
り
、
同
日
時
点
に
お
い
て
、
岩
手
県
の
災
害
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
約
二
万
ト
ン
、
宮
城

県
の
災
害
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
約
六
万
ト
ン
が
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
地
方
自
治
体
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
日
時

点
に
お
い
て
、
災
害
廃
棄
物
の
受
け
入
れ
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
災
害
廃
棄
物
の
試
験
焼
却
を
実
施
済
み
又
は
実
施
す
る

予
定
で
あ
る
地
方
自
治
体
の
数
は
、
八
県
の
十
六
市
町
村
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
数
・
量
に
つ
い
て
、
直
近
の
時
点
で
の
状

一



況
を
伺
う
。

二

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
時
点
に
お
い
て
、
可
燃
物
で
あ
る
災
害
廃
棄
物
の
広
域
的
な
処
理
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県

に
つ
い
て
引
き
続
き
受
け
入
れ
先
の
確
保
に
努
め
、
不
燃
物
で
あ
る
災
害
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
岩
手
県
内
及
び
宮
城
県
内

で
処
理
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
受
け
入
れ
先
を
調
整
し
て
い
き
た
い
旨
の
答
弁
で
あ
っ
た
が
、
直
近
の
時
点
で
の
状
況

を
伺
う
。

三

環
境
省
に
お
い
て
は
、
災
害
廃
棄
物
と
津
波
堆
積
物
に
分
け
て
沿
岸
市
町
村
の
処
理
の
進
捗
状
況
を
定
期
的
に
把
握
し
、

数
値
に
も
前
進
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
六
年
三
月
末
と
い
う
目
標
期
日
に
向
け
て
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い

て
の
認
識
と
解
決
へ
の
決
意
を
伺
う
。

四

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
伴
い
設
定
さ
れ
た
警
戒
区
域
及
び
避
難
指
示
区
域
等
の
見
直
し
に
つ
い
て

は
、
川
内
村
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
及
び
飯
館
村
に
続
き
、
平
成
二
十
四
年
八
月
十
日
に
は
楢
葉
町
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
残
る
六
町
村
に
つ
い
て
も
、
「
区
域
の
見
直
し
は
、
復
興
に
お
け
る
礎
と
な
る
も
の
」
と
の
考
え
の
下
、

関
係
者
と
の
調
整
を
引
き
続
き
進
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
今
後
の
見
通
し
を
伺
う
。
ま
た
、
住
民
説
明
会
を
開
催

済
み
の
市
町
村
数
に
つ
い
て
、
直
近
の
時
点
で
の
状
況
を
伺
う
。
昨
年
十
二
月
二
十
六
日
の
原
子
力
災
害
対
策
本
部
の
方
針

二



で
は
、
避
難
指
示
区
域
の
再
編
に
つ
い
て
は
本
年
三
月
末
を
一
つ
の
目
途
に
目
指
し
、
警
戒
区
域
の
解
除
は
、
早
け
れ
ば
四

月
を
目
指
し
、
大
き
く
遅
れ
な
い
一
定
期
間
後
に
実
施
す
る
方
向
と
さ
れ
て
い
た
が
、
当
初
目
途
と
し
た
時
点
か
ら
半
年
余

が
経
過
し
た
現
時
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
方
針
を
見
直
す
考
え
は
無
い
の
か
、
内
閣
の
見
解
と
併
せ
、
課
題
解
決
へ
の
決

意
を
伺
う
。

五

警
戒
区
域
の
設
定
の
解
除
及
び
避
難
指
示
区
域
の
見
直
し
に
よ
り
、
こ
れ
ら
区
域
に
帰
還
さ
れ
る
方
々
の
生
活
や
事
業
の

再
開
の
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、
内
閣
の
認
識
を
伺
う
。

六

居
住
制
限
区
域
及
び
帰
還
困
難
区
域
に
設
定
さ
れ
た
地
域
並
び
に
区
域
の
見
直
し
に
時
間
を
要
す
る
地
域
の
住
民
を
中
心

に
、
現
在
も
避
難
を
継
続
さ
れ
て
い
る
方
々
の
生
活
の
再
建
を
図
る
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、
内
閣
の
認
識

を
伺
う
。

七

今
夏
の
電
力
需
給
の
見
通
し
及
び
具
体
的
な
対
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境

会
議
及
び
電
力
需
給
に
関
す
る
検
討
会
合
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
福
井
県
大
飯
郡
お
お
い
町
の
関
西
電
力
大
飯
原
子

力
発
電
所
三
号
機
及
び
四
号
機
が
稼
働
し
た
こ
と
も
あ
り
、
全
国
に
お
い
て
安
定
的
な
供
給
が
実
現
し
た
。
今
夏
を
振
り
返

り
、
電
力
の
需
要
面
及
び
供
給
面
で
家
庭
、
事
業
所
及
び
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
た
の

三



か
、
数
量
に
触
れ
た
形
で
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

八

今
冬
の
電
力
需
給
に
お
い
て
、
需
給
が
ひ
っ
迫
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
域
と
そ
の
対
策
を
伺
う
。

九

最
近
、
我
が
国
の
貿
易
収
支
は
赤
字
に
転
じ
て
い
る
が
、
そ
の
主
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
液
化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ

Ｇ
）
、
原
油
及
び
石
炭
の
毎
年
上
期
（
一
月
か
ら
六
月
ま
で
）
の
輸
入
額
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
、
平
成
二
十
三
年
及

び
本
年
の
三
か
年
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
数
値
を
伺
う
。
併
せ
て
、
貿
易
収
支
の
赤
字
が
持
続
す
る
場
合
に
我
が
国
経
済
に

与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

十

今
冬
の
電
力
需
給
の
具
体
的
な
対
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
、
社
会
・
経
済
活
動
の
重
大
な
制
約
要
因
と
な
り
か
ね
な
い

本
問
題
に
つ
い
て
、
内
閣
の
認
識
と
解
決
へ
の
決
意
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

四


